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１．問題の所在

フレデリック・ウィンスロー・テイラー（Frederick Winslow Taylor）は，1856年， 3 月20日，
クエーカー教徒で弁護士のフランクリン・テイラー（Franklin Taylor）を父として 

1
，
）
フィラデル

フィアのジャーマンタウンに生まれた。1915年に，クリーブランドやヤングスタウンでの講演の
帰途に風邪にかかり，これが肺炎を誘発し，同年 3月21日，59歳でその生涯を閉じた。テイラー
システムのシンボルともいうべき，愛用のストップウォッチを枕元に置いて亡くなったという。
59年の生涯の中で，彼はいくつかの論文，著作を発表し，世に問うた。主要業績は以下の 5点

である。
1．「ベルトの使用について（Notes on Belting）」（1893年）
2．「労働問題の部分的解決へ向けての第一歩となる出来高給制度（A Piece-Rate System, being a 

step toward partial solution of the laber problem）」（1895年）

1） フランクリン・テイラーについて，ネルソンは，「1840年にプリンストン大学を卒業し，1844年にはフィ
ラデルフィアの弁護士会への入会が認められたが，仕事は僅かしかしなかった。フランクリン家の財産は，
当時の他の裕福なフィラデルフィア人と同様，彼が労働から逃避できるほど充分であった。実際，ナサニー
ル・バート（Nathaniel Burt）の言葉を借りれば『生まれながらの隠遁者』であった」と述べている。
Daniel Nelson, Frederick W. Taylor and the Rise of Scientifi c Management, 1980, p.22. また，テイラーの生い
立ちについては同書の21頁から46頁までに詳しい。
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3 ．「工場管理法（Shop Management）」（1903年）
4．「金属切削の技法について（On the Art of Cutting Metals）」（1906年）
5．「科学的管理法の原理（The Principles of  Scientifi c Management）」（1911年）
数稿にわたり，「テイラーシステム」を扱う。その目的，問題意識，そして分析方法を開示し
ておこう。
目的は次の 2点である。まず第 1に，「テイラーシステム」，すなわち「科学的管理」の内容と
特質を明らかにする。第 2に，当システムが資本主義的生産システムの歴史的発展上に如何なる
革新性を刻印したかを明らかにする。 2点の解明にあたり，我々は，上記 5業績のうちの 3点，
すなわち「労働問題の部分的解決へ向けての第一歩となる出来高給制度」，「工場管理法」，そし
て「科学的管理法の原理」を考察の対象とする。つまり，科学的管理の本質と特質を解明する際，
それを真正面から論じた彼の代表作である「科学的管理法の原理」のみを検討の対象とはしない。
なぜか。「科学的管理」の形成過程

2 2 2 2

に着目したいからである。つまり，我々は「テイラーシステム」
を構成する主要な三本柱を①作業の標準化，②機能別職長制度，③差別出来高給制度であるとし，
「労働問題の部分的解決へ向けての第一歩となる出来高給制度」の中で，すでにこれらすべてを
網羅した理論化に着手していたのか否か，この問題意識をもって「解明」に取り組みたい。この
時点で「 3本柱」を把握し，包摂した理論化がなされていないとすれば，如何なる形成過程を経
ながら「テイラーシステム」が構築されるに至ったのか，なぜこのような「形成過程」を辿らざ
るをえなかったのか。この点を克明に跡づけていきながら，「 3業績」を貫徹する連続性と，非
貫通的断層性・異質性を浮き彫りにし，論点を開示し，明示していく。これが上記の目的を達成
していくための我々の問題意識と方法である。
本稿においては，彼の「労働問題の部分的解決へ向けての第一歩となる出来高給制度」を考察

し，その論点と意義を明らかにしていきたい。

２．「労働問題の部分的解決へ向けての第一歩となる出来高給制度」の論点とその意義

［ 1］時代的背景
本論文は，1895年 6 月に開催された ASME（＝ the American Society of Mechanical Engineers）の

デトロイト大会でのテイラーの報告論文であり，これは，1878年にフィラデルフィアのミッドベ
ール製鋼会社（the Midvale Steel Company）に機械工として入社し，1882年に早くも職長となり，
1890年，意見の相違から同社を辞任するまでの彼の「実践」を基盤とした研究成果である。
この研究成果が誕生する「時代的背景」とは何か。 2点，その主要な条件を指摘しておこう。

まず第 1に，労働者と使用者との賃金闘争の激化であり，第 2に，その結果頻発する労働者によ
る組織的怠業である。この「時代的背景」から，当然の如くテイラーの最大の関心は，「労資双
方が納得し，満足しうる制度とは何か」に向かう。だから，当論の冒頭でまず彼は次のように述
べる。すなわち，
「普通の出来高払制では，資本家と労働者とは永久的に相対立しなければならない素質をもって

三 田 商 学 研 究
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おり，また高い能率を発揮する工員は必ずある程度の罰を受けねばならないようになっている。
こういうぐあいで，この制度が労働者の気風をそこねることは，はなはだしいものがある。この
制度のもとにおいては，最も善良な工員でも，いつも一偽善者として働くことをよぎなくさせら
れ，また資本家の侵略に対抗して闘争の渦中に自らはいらないわけにいかない状態になる。しか
しながら私が案出した制度は，理論的にも，その結果からみても，ともに正反対である。この制
度のもとにおいては，各工員の利害と雇主の利害とを一致させ

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

，高い能率をだすものにはよけい
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

な割増金を払う
4 4 4 4 4 4 4

。したがって工員たちは日々の仕事について，最も品質のよいものをできるだけ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

よけいに生産する
4 4 4 4 4 4 4 4

ことは，自分たちにとって永久的な利益であるということをすぐに認めてく
る 
2
」
）
（・は引用者）

と。高い能率を示す工員により多くの割増金を支払うことで怠業を阻止し，労資対立を回避した
いという彼の意向が明確に表現されている。

［ 2］「新制度」の 3構成要素
そこで彼は，「工員の利害と雇主の利害とを一致」させる「新制度」の構成要素として次の 3

点を指摘する。
⑴　基本的単価決定部門（An elementary rate-fi xing department）
⑵　率を異にする出来高払制度（The differential  rate system of piece-work）
⑶　日給制度で働く工員を最もうまく管理する方法と私が信ずるもの（What he believes  to be the 

best method of managing men who work by the day）
上記の 3要素を順次考察していこう。
まずは，彼がその設置を主張する「基本的単価決定部門」である。テイラーは，当部門は技術

部門や管理部門と同等の権威を持つべきであると力説 
3
す
）
るが，当部門の主たる業務とは何か。こ

の点に関して彼は，
「この制度における基本的単価の決定方法が，普通のものと異なる点は次のとおりである。すな
わちひとつの工場内で製造作業をできるだけ細かく

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

分析
2 2

して
4 4

，それら多くの要素的作業について
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

，
それを行なうのに要する時間を注意深くはかる
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。次にその要素的作業を
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

分類
2 2

し
4

，記録
2 2

して
4 4

，索引
2 2

をつけておく
4 4 4 4 4 4

。なにかの仕事について請負値段を決める必要があるときには，この仕事をまず第
一に要素的作業に

4 4 4 4 4 4

分析
2 2

し
4

，次に記録
2 2

からこれら
4 4 4 4 4

要素的作業
2 2 2 2 2

を行なうに要する
4 4 4 4 4 4 4 4

時間
2 2

をさがしだして
4 4 4 4 4 4 4

，

2） Frederick Winslow Taylor, A Piece-Rate System, being a step toward partial solution of the labor problem; in 
ASME Vol.ⅩⅥ, 1895, p.856. 訳本　上野陽一訳『科学的管理法』　第 6版　産業能率短期大学出版部（1972年）
3頁

3） この点についてテイラーは，次のように述べている。「いちばんむずかしい障害物は，工員側，管理者側
の両方ともに（しかし主として後者），各作業に要する最短時間についての知識が足りないことである。す
なわち簡単にいえば，すべての仕事に対する正確な時間表をもっていない点である。この欠陥を除くために
は，すべての工場に適当な単価決定部を創設すればよい。この部は技術部や管理部と同様の権威をもち同様

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

に細かな点にわたってまでも
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

，命令しうるようにしなければならない
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。さらに技術部や管理部と同様に，科
学的ならびに実際的態度をもって組織し指導していかなければならない」（・は引用者）と。
Frederick Winslow Taylor, ibid, p.868. 前掲訳本　18頁

「テイラーシステム」の構築とその意義（1）
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その材料からこの仕事に要する
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

全時間を算出
2 2 2 2 2 2

する
4 4

のである 
4
」
）
（・と は引用者）

と述べている。つまり，当部門の主たる業務とは，賃率の決定であるが，彼の求める決定基準と
は，作業に要する所要必要時間に他ならない。その算出方法と手順として彼は，「作業の要素作
業への分解」，「各々の要素的作業の分析と記録」，「要素作業に要する時間の確定」，「各要素的作
業の必要時間の合計と算出」を提起したことが理解できる。
次に，「新制度」の第 2の構成要素である「差別出来高払制度」の考察に入ろう。これに関し，
テイラーは，
「率を異にする出来高払制度とは，手短かにいえば，同じ仕事に対して二種類の違った賃金単価
を与えるのである。すなわち仕事を最短時間にしあげて，しかもいろいろの条件を完全に満たし
た場合には，高率の賃金を払い，時間が長くかかったり，またはなにか仕事に不完全な点があっ
たりした場合には低率の賃金を払うのである（高率で払った場合に，その工員は類似の工場で普通
に払われているものよりも，よけいもうけうるような単価にしておかなければならない）。この点が普
通の出来高払制度とは全然違うところで，普通の場合には，工員が生産力を増すとかえって賃金
をへらされる 

5
」
）

と。つまり， 2種類の賃率が設定され，最速かつ優良な労働実行に対しては高率の賃金が支払わ
れ，その達成が無ければ低率の賃金が支払われる。 2種類の賃率が決定される基準は，先に考察
した如く，賃率決定部門における一連の作業の要素作業への分解と記録，さらに各々の時間測定
をベースに確定されることは言うまでもない。
そこで彼は，従来の賃金制度，すなわち日給制と普通の出来高払制度に対して鋭い批判を浴び

せかける。まずは，日給制は，工員のモチベーションを完全に圧殺する。従って作業の効率化と
スピーディ化は全く期待できないという。次に，普通の出来高払制度に関し，彼は次のように指
摘する。すなわち，
「各工員はあたえられたそれぞれの仕事の賃率が決まっているのであるから，いっそう精出して
働くなり，あるいはなにか作業方法を改良するなりして，いくぶんなりとも早くその仕事をしあ
げようと努力する。かくして工員の収入はふえる。ところがおなじ仕事をなん度もなん度も繰り
返して行なうためにだんだんスピードが増してくる。すると製造家は自分もその利益にあずかる
べきであると考える。したがってその仕事の単価を切り下げ工員がどんなに働いても，もとの日
給時代にとっていた給料よりもすこしよけいにとれるくらいの単価にしてしまう 

6
」
）

と。結果はこれだけに止まらず，
「精出して働いた報酬として，請負値段の切り下げを二度も三度もやられたらどんなまぬけでも
必ずそのやりくちに憤慨し，将来にそなえる救済策を求めるにちがいない。このようにして工員
と管理者との間に闘争がはじまる 

7
」
）

4） Frederick Winslow Taylor, ibid, p. 856～857. 訳本　 4頁
5） Frederick Winslow Taylor, ibid, p. 857. 前掲訳本　 4頁
6） Frederick Winslow Taylor, ibid, p. 863. 前掲訳本　11頁
7） Frederick Winslow Taylor, ibid, p. 863. 前掲訳本　12頁

三 田 商 学 研 究
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ことになる。労使闘争の回避とその実現の為の新制度の創出 
8
を
）
最大の目的に据えるテイラーにと

っては，普通の出来高払制も耐え難いものとなる。
彼は，タウンの「分益制」もハルセーの「割増賃金制」も「やや改良された出来高払制」にす

ぎないと看做し，その欠陥を所詮，
「基礎賃金が日給制である以上，労働者は怠業してわざと仕事を控えめにしようとする気持ちが
働く，これが一番取除きにくい点である 

9
」
）

と述べている。
第 3の構成要素である，「日給制度で働く工員の上手な管理方法」に関しては，とにかく「賃

金は人に支払うのであり，地位に支払うわけではない」というのがその内容の骨子である。つま
り，工員の賃金は，熟練の程度や仕事に対する努力により決定されるべきであり，彼らの占める
地位により決定されてはならないし，また各工員の個人的

4 4 4

功名心を刺激するものでなければなら
ないという。ここで言う，「地位ではなく人に対する賃金支払い」の「人」とは，
「工員の行ないのよし悪し，きちょうめんの度合い，出勤の割合，正直不正直，仕事の速さ，熟
練および精密の程度 

10
」
）

であり，性格，作業の速度と熟練を記録し，この記録をもとに支払いを調整する管理の方法を提
唱する。ここにきて，賃金支払いの基準が前段の彼の主張とは明らかにズレている点に留意しな
ければならない。つまりは，「時間」からの逸脱である。「作業の速度と熟練」は前段と矛盾しな
いが，「性格」の評価については合理性を欠くし，「時間」による測定は難しい。

［ 3］「新制度」の意義
以上，「新制度」の 3つの構成要素の内容と論点を確認したが，第 3の構成要素については，

異質分子が入り込み，第 1と第 2の構成要素とは論理的整合性を持ちえない。従ってここでは，
第 3の要素を除外し，当論文の意義を総括していくことにしよう。
まず第 1に，彼が「論文」の中で提起する改革の中心は賃金制度であり，その中でも賃金決定

方法と賃金支払い方法に革新性を見い出しうる。このうち，賃金決定方法 
11
に
）
関しては，「独自の

方法」を提示することで，賃金決定の基準に「客観性」，「厳密性」，さらには「明確性」を具備
させた点が特筆に値する。後にテイラーがストップウォッチによる「時間研究」と名づけた「標

8） テイラーは，「合理的賃金」の設定により，労働組合は不要になるとまで述べている。「しかしながら，工
員の賃金をその職別によって支払わず，おのおのその分に応じて支払うようにすれば，労働組合の必要はた
ちどころになくなってしまう」と。この点については，

Frederick Winslow Taylor, ibid, p.861. 前掲訳本　 9頁
9） Frederick Winslow Taylor, ibid, p.865. 前掲訳本　15頁
10） Frederick Winslow Taylor, ibid, p.857. 前掲訳本　 5頁
11） この点に関しても藻利重隆氏は，「テイラアは，賃金支払制度をどのように改善しても，賃率切下げの問
題はついにこれを解決しえないことを看破し，問題は賃金支払制度

0 0 0 0 0 0

にあるのではなくて，賃率の決定
0 0 0 0 0

それ自
体にあることを強調する」と述べている。が，正確には，問題は，科学的・合理的な賃率の決定方法を必須
条件とする賃金支払制度にあると言うべきであろう。藻利重隆『経営管理総論』（新訂版第二版）（1958年）
39頁

「テイラーシステム」の構築とその意義（1）
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準作業」確定の方法の原形がここにある。賃金支払い方法は理不尽なものであってはならず，そ
の為には正当かつ合理的な賃金決定方法という裏づけが不可欠であるというのが彼の主張である。
ハルセーの「基準」との比較から賃金決定基準の革新性を一層明瞭にしておこう。テイラーの

言う，一連の作業の要素作業への分解，分類，そして各々の所要時間の測定による基準の確定は，
それまでの推測や慣習，成り行き作業，さらにはハルセーの主張する「過去の経験」に基づく「標
準作業時間」からの決別と脱却を意味する。確かにハルセーの「標準作業時間」は，「過去の経験」
に立脚するわけで，表面的には「時間」という客観的単位とその表記に彩られていながら，その
概念内容に踏み込むと実に曖昧とし，忽ちのうちに主観的内実に転化する 

12
。
）
それに対し，テイラ

ーの「作業時間」は，要素作業に分解，分類，測定，記録され，基準が確定される。テイラーの
「作業時間」は，ハルセーと比較し，格段に客観性，厳密性，さらには明確性を増大させる。
第 2に，合理的基準に立脚して決定された賃率による「賃金」の支払い対象部分に革新性を見

い出しうる。タウンとハルセーは，基本給以外の賃金部分の改革に労働者のインセンティブの発
揮を求め，期待した。ハルセーの「割増賃金制度」では，個人的インセンティブの発揮が可能と
なる制度の確立を主張し，その点で集団的インセンティブのみしか許容しえないタウンの「分益
制」とは一線を画すことはすでに指摘したが 

13
，
）
所詮，両者ともに「基本給以外のプラス  の賃

金部分」を対象とした改革の提起であり，従って量的には高が知れているし，実際的効果も望み
薄であった。これに対しテイラーは，同様に賃金制度の改革を提起しながら，改革の対象はまさ
しく「基本給部分」であり，ここに 2種類の賃率が適用されるというものである。となれば作業
者のインセンティブに多大な影響を及ぼすことは言うまでもない。
第 3に，当論文の核心は，賃率と賃金制度の改革であるが，その一環としてテイラーは，「基

本的単価決定部門」，すなわち科学的賃率決定の専属部門の新設を主張する。新たな賃率基準と
賃金制度の必要性が，組織的改革と呼応したわけで，革新的労務管理措置が新たな組織管理措置
を誘発したことになる。ここに革新性を認める。この点に関してテイラーは，
「工場の生産高を増す工夫として，率を異にする出来高払制度と科学的単価決定法 

14
と
）
の二つにつ

いて述べたが，後者は前者よりもはるかに重要である
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。率を異にする単価は，よけいに仕事をし
た工員には割増金を払ってやることを管理者が熱心に考えている。このことを工員たちに納得さ
せ，かつ最高の生産高を維持する方法としては最も価値あるものである。しかしながらこの制度
を適用することによって，工員も管理者もともに，よく調和協力し，かつ互いに他の権利を尊重
することが，結局お互いの利益になるものであるということがよく認められてくれば，もはや絶
対的に必要な制度ではなくなってくる。そのかわりに，単価決定部は

4 4 4 4 4 4

（ことに非常に多種類の仕
事をしている工場にとっては）絶対的になくてはならないものになってくる

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。今度はこの制度を長

12） この点の詳細に関しては，拙稿「テイラーシステムの構築に影響を与えた先行研究⑵─ハルセーの『割増
賃金制度』─」『三田商学研究』第48巻第 6号（2006年）の125～126頁を参照されたい。

13） この点については，前掲拙稿の127～128頁を参照されたい。
14） 訳本では「科学的単価決定法

4

」と記されているが原文では the scientifi c rate-fi xing department であり，正
しくは「科学的単価決定部門

4 4

」である。ここは，率を異にする出来高払制度と科学的単価決定部門の位置づ
け，重要度の比較を論じているところで，誤植は致命的解釈を生むこととなる。
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く適用すればするほど，ますます必要になってくる 
15
」
）
（・は引用者）

と述べ，率を異にする出来高払制度よりも科学的単価決定部門に対してより重要な位置づけを行
っている点に注目したい。
 3 つの重大な意義を指摘したが，次に 2つの限界についても確認しておきたい。
第 1に，確かに本論文において，正確かつ客観的時間測定の重要性と必要性が主張されはした

が，「標準的作業」の確定とその実行，ひいては工員たちによる容認には至っていない。彼自身，
「作業の最短時間は，単価決定部で詳しく研究し，それが工員によって標準と認められるように

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

なれば
2 2 2

，工場の最大生産をあげるための大切な一歩を踏み出したことになる
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

」 
16

 （
）
・と は引用者）

と述べているように，この時点では「作業の標準化」と工員によるその容認とはあくまで「仮定」
の話であり，仮に実現すれば「工場の最大の生産へ向けての大切な第一歩」となるという。ただ
し当面は，「作業の客観的把握」とそれに基づく賃率の決定が第一課題であり，その為の専属部
門の設立が不可欠であるというのが彼の主旨である。
第 2に，彼は「新制度」の構成要素として，⑴基本的単価決定部門，⑵率を異にする出来高払

制度，そして⑶日給制度で働く工員を最もうまく管理する方法と私が信ずるものの三つを指摘し
たが，このうちの⑶の内容的未熟さである。新たな単価決定部門の設置，科学的賃率基準の決定，
それに基づく賃金支払方法，つまり⑴と⑵については卓抜した先進性と革新性を示したが，これ
は「賃金制度」である。⑶については，「管理」の必要性を認識しているものの，その内容は「地
位ではなく人に払う」管理であり，しかも工員の性格という異質分子が混入し，⑴と⑵との整合
性を欠く，稚拙で不十分なものとなっている。その意味においては，テイラーは本論文において
「管理」の革新をも意識に置いた，或いは置こうとしたが，実質的には「賃金制度改革」を提起
したに他ならないと言えよう。
最後に，「新制度」の目的について言及しておこう。労資対立と組織的怠業の回避を一義的理

由に置きながら，生産高上昇と効率向上も念頭に入れているという点である。生産高上昇と効率
上昇が一義的理由ではないかと思われる箇所すらある。今後他の 2業績を考察する際に是非注目
して欲しい点である。

15） Frederick Winslow Taylor, ibid, p.875. 前掲訳本　28頁
16） Frederick Winslow Taylor, ibid, p.871. 前掲訳本　23頁

「テイラーシステム」の構築とその意義（1）


